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７
月
は
虐
待
ゼ
ロ
推
進
月
間
で
す
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虐
待
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い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
禁
止
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れ
る
も
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で
す
。虐
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受
け
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い
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を
し
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ま
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待
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ヤ
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給
付
時
期
／
①
11
月
、②
令
和
8
年
5
月

申�

請
書
類
／
生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課
、福
祉

課
、教
育
総
務
課
で
配
布
し
ま
す
。

提�

出
期
限
／
①
8
月
29
日
㈮
ま
で
、②
令
和
8

年
2
月
27
日
㈮
ま
で

提�

出
先
／
み
ず
ほ
信
託
銀
行
浦
和
支
店︵
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
2
‒
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･
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だ
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実
施
し
ま
す
！

寄
居
町
民
健
康
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進
ウ
ィ
ー
ク

　
町
で
は
、ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
助
成
と
町
民

の
健
康
増
進
を
目
的
に
、寄
居
町
民
健
康
増
進

ウ
ィ
ー
ク
を
実
施
し
ま
す
。
期
間
中
、熊
谷
さ

く
ら
運
動
公
園
内
ア
ク
ア
ピ
ア
プ
ー
ル
と
、深

谷
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
内
ア
ク
ア
パ
ラ
ダ
イ
ス
パ

テ
ィ
オ
で
利
用
で
き
る
無
料
利
用
券
を
毎
戸
配

布
し
ま
す
。ご
利
用
に
際
し
、両
施
設
共
に
注
意

事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、ま
た
は
毎
戸
配
布
さ
れ
る
チ
ラ
シ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

期
間
／
8
月
1
日
㈮
～
23
日
㈯
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熊
谷
の
ア
ク
ア
ピ
ア
プ
ー
ル
は
8
月
12
日
㈫

が
休
館
日
で
す
。

�

深
谷
の
ア
ク
ア
パ
ラ
ダ
イ
ス
パ
テ
ィ
オ
は
、1

階
の
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
が
休
館
中
の
た
め
、2

階
の
25
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
の
み
の
ご
利
用
と

な
り
ま
す
。
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お
知
ら
せ
し
ま
す
！

市
町
村
振
興
宝
く
じ
の
発
売

　
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、市
町
村
の
明
る

く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。宝

く
じ
は
、県
内
の
売
り
場
で
購
入
し
ま
し
ょ
う
。
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／
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日
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月
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日︵
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︶

主
な
当
選
金
と
本
数

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
】

１
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5
億
円
×
23
本  

前
後
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各
1
億
円
×
46
本

︵
発
売
総
額
6
9
0
億
円
･
23
ユ
ニ
ッ
ト
の
場

合
︶

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
】

１
等 

3
0
0
0
万
円
×
70
本

前
後
賞 

各
1
0
0
0
万
円
×
1
4
0
本

︵
発
売
総
額
2
1
0
億
円
･
7
ユ
ニ
ッ
ト
の
場

合
︶

抽
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月
21
日
㈭

�︵
公
財
︶埼
玉
県
市
町
村
振
興
協
会

　︵

0
4
8
･
8
2
2
･
5
0
0
4
︶

交
通
事
故
被
害
者
の

ご
家
族
へ
の
援
護
金

　
県
交
通
安
全
対
策
協
議
会
で
は
、県
内
在
住

の
交
通
遺
児
等
を
対
象
に
、援
護
一
時
金
を
給

付
し
て
い
ま
す
。

※�「
交
通
遺
児
等
」と
は
、交
通
事
故︵
陸
海
空
す

べ
て
の
交
通
機
関
の
運
行
に
よ
り
生
じ
た
事

故
︶に
よ
り
死
亡
、ま
た
は
重
い
障
害
を
負
っ

た
保
護
者
に
養
育
さ
れ
て
い
る
18
歳
以
下
の

方
を
い
い
ま
す
。

給�

付
対
象
者
／
県
内
在
住
で
、令
和
6
年
4
月

1
日
以
降
に
交
通
遺
児
等
に
な
り
、そ
の
日

時
点
で
18
歳
以
下
の
方

給
付
額
／
子
ど
も
1
人
に
つ
き
10
万
円︵
1
回
の
み
︶

お
し
ら
せ

581･2121（代表）寄居町役場 � 0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス

▶国民健康保険税	 第1期
▶固定資産税･都市計画税	 第2期

納期限 7 月 31 日㈭
納期限内の納付をお願いします。

※	地方税統一ＱＲコードが印字された納付書
は｢地方税お支払いサイト｣からも納付でき
ます。
※	バーコードが印字された納付書は､コンビ
ニエンスストアやスマートフォン決済アプ
リでも納付できます。
※	町税の納付は､安心･便利な口座振替をご
利用ください｡

税務課（ 内線151·152）

7月の納期
お
し
ら
せ

※	ＱＲコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です｡
県ホームページ

町公式
ホームページ

ご利用ください！　浄化槽設置整備事業補助金

　町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理
浄化槽の設置を促進しており、単独処理浄化槽、またはくみ取り便槽から合
併処理浄化槽へ入れ替える際の費用の一部を補助しています。補助を希望さ
れる方は、事前に生活環境エコタウン課へお問い合わせください。また、申
請方法等は町公式ホームページでご確認いただけます。

▶�補助対象区域
補助対象となるのは、公共下水道、農業集落排水、公設浄化槽の区域を除
くすべての区域

▶�補助内容
専用住宅の単独処理浄化槽やくみ取り便槽を、合併処理浄化槽に入れ替え
る場合の設置費用、配管費用、元の単独処理浄化槽等の処分費用の一部を
補助します。また、敷地が狭かったり急傾斜地にあったりするなど、一般
的な工事費に比べて設置費用が高額となる場合｢困難工事費」として上乗
せで補助します。

▶�補助限度額�【設置費補助】
生活環境エコタウン課( 内線223)

人槽 補助金額
5人槽 360,000円
7人槽 462,000円

 10人槽 585,000円

【配管・処分費補助】
区分 補助金額

配管費  100,000円
処分費    60,000円

【困難工事費補助】
区分 補助金額

困難工事費 200,000円

※�工事費が補助金額を下回る場合等は、工事
費が補助金額になります。
※予算額に達した時点で受付終了となります。

蚊が媒介する感染症の予防対策

　これから蚊が発生する季節を迎えます。ウイルスなどの病原体
に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、さまざま
な感染症にかかるおそれがあります。蚊が媒介する感染症にかか
らないためには、一人一人が対策をすることが重要です。

▶�感染症流行地域では、蚊に刺されないようにしましょう
○�海外へ渡航する際は、渡航前に蚊を媒介とする感染症の流行状

況を把握しましょう。もし、感染症の流行地域へ渡航される場
合には、蚊に刺されないよう万全な対策をしましょう。

○�屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露
出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をしま
しょう。

▶�住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしましょう
○�蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶にたまった雨

水など、小さな水たまりで発生します。日頃から住まいの周囲
の水たまりをなくすように心がけましょう。

※�蚊の活動はおおむね10月下旬で終息します。これらの対策は10月下旬までを
目安に行いましょう。

県感染症対策課( 048･830･7330)

食中毒に注意しましょう!
　暑い季節は、細菌による食中毒の発生が多く
なります。食中毒予防の3原則を習慣にして細
菌から身を守り、健康に過ごしましょう。

食中毒予防の3原則
①�菌をつけない

十分な手洗いを行いましょう。
②�菌を増やさない

細菌が増殖しないよう低温保存(10℃以下)しま
しょう。
③�菌をやっつける

食品は中心部までよく加熱(75℃以上、1分間
以上)して、すぐに食べましょう。
食肉を扱うときは…
〇�生や加熱不十分な状態では、絶対に食べない

でください。
〇�生肉とそれ以外の食品を扱う場合、箸とトン

グは必ず分けてください。
熊谷保健所( 048･578･4560)

おしらせ版Information 日時 場所 対象 定員 持ち物 内容 費用 申し込み その他 問い合わせ 電話 ファクス メール


